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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○中野委員長 これより、議会運営委員会を開会させていただきます。 

 本日は、全員の出席でございます。 

 ここで、この後の協議のため、無所属議員を委員外議員として出席を求めることでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 暫時休憩いたします。 

 休憩 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

 再開 午前１０時０２分 

○中野委員長 再開させていただきます。 

 協議事項の１点目、令和５年第４回定例会の運営についてであります。 

 （１）市長提出議案のうち配付済みのものについて、理事者から説明をお願いいたします。 

○和田総務部長 令和５年第４回定例市議会を１２月１日開会ということで、１１月２４日に招集

告示をさせていただきましたので、議案につきまして御説明を申し上げます。 

 今回提出いたしました議案は、議決案件が２８件、報告案件が１件の合わせて２９件でございま

す。 

 議案第１号から議案第１１号までの令和５年度各会計補正予算につきましては、後ほど総合政策

部長から御説明をさせていただきます。 

 議案第１２号から議案第２０号までにつきましては、いずれも条例の制定についてでございます。 

 議案第１２号につきましては、国家公務員の給与改定に準じて、給料表及び期末手当の支給率の

引上げを行おうとするものでございます。 

 議案第１３号につきましては、国家公務員の給与改定に準じて、給料表並びに期末手当及び勤勉

手当の支給率の引上げを行うほか、号給の調整に係る規定等を整備しようとするものでございます。 

 議案第１４号につきましては、国家公務員の給与改定に準じて、給料表の引上げを行うほか、号

給の調整に係る規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第１５号につきましては、旭川市特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、議長、副議長及

び議員の報酬の引上げを行おうとするものでございます。 

 議案第１６号につきましては、旭川市特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、常勤の監査委員

の給料月額の引下げを行うとともに、特別職の職員の期末手当の支給率の引上げを行うほか、期末

手当の減額に係る規定を削除しようとするものでございます。 

 議案第１７号につきましては、公営企業の管理者の期末手当の支給率の引上げを行うほか、期末

手当の減額に係る規定を削除しようとするものでございます。 

 議案第１８号につきましては、地方自治法の一部改正に伴い、勤勉手当の支給に係る規定を整備

するほか、所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第１９号につきましては、恩給制度を廃止しようとするものでございます。 

 議案第２０号につきましては、出産被保険者の保険料の減額に係る規定を整備しようとするもの
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でございます。 

 議案第２１号から議案第２８号までにつきましては、いずれも連携中枢都市圏形成に係る連携協

約の変更についてでございまして、議案第２１号は鷹栖町と、議案第２２号は東神楽町と、議案第

２３号は当麻町と、議案第２４号は比布町と、議案第２５号は愛別町と、議案第２６号は上川町と、

議案第２７号は東川町と、議案第２８号は美瑛町とそれぞれ締結しております連携中枢都市圏形成

に係る連携協約について変更しようとするものでございます。 

 報告第１号につきましては、変更契約を締結することについてでございまして、明星中学校耐震

改修工事の契約金額を、２億２千３９１万６千円から２億２千４５５万４千６１４円に増額するこ

とにつきまして、１０月２０日に専決処分をさせていただいたものでございます。 

 最後に、先議についてのお願いでございます。議案第１号につきましては、旭川市立小中学校の

冷房設備導入に係る補助金の申請に間に合わせるために、速やかに契約を締結する必要があります

ことから、その取扱いにつきましては、何とぞ御先議くださいますようお願いを申し上げます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○熊谷総合政策部長 続きまして、議案第１号から議案第１１号までの令和５年度各会計補正予算

につきまして、補正予算書に基づいて御説明申し上げます。 

 初めに、旭川市一般会計補正予算（第６号）と記載されている補正予算書の１ページを御覧くだ

さい。議案第１号、令和５年度旭川市一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、

それぞれ６千５８８万円を追加するものでございます。その内容といたしましては、２ページ下段

の事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、１０款教育費、２項小学校費の学校感染

症対策支援費で４千３８０万円、３項中学校費の学校感染症対策支援費で２千２０８万円をそれぞ

れ追加するものでございます。これらの財源につきましては、上段の歳入にお示しいたしておりま

すように、１７款国庫支出金で３千２９４万円、２１款繰入金で３千２９４万円をそれぞれ追加す

るものでございます。 

 次に、旭川市一般会計補正予算（第７号）と記載されている補正予算書の１ページを御覧くださ

い。議案第２号、令和５年度旭川市一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、そ

れぞれ１７億２千９５８万４千円を追加するものでございます。その内容といたしましては、ペー

ジ飛びまして１８ページから２９ページまでの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますよう

に、１８ページの１款議会費では、管理費など２事業で２６５万７千円、２款総務費では、管理事

務費など３７事業で３億６千５０３万６千円、ページ飛んで２０ページの３款民生費では、指導監

査事務費など５４事業で１億６千９８８万円、２３ページの４款衛生費では、赤ちゃん訪問指導費

など３４事業で２億７千９４４万３千円、２４ページの５款労働費では、旭川まちなかしごとプラ

ザ事業費で２５万７千円、２５ページの６款農林水産業費では、運営費など９事業で１億６２４万

６千円、７款商工費では、中小企業振興資金融資事業費など９事業で１千３５８万３千円、２６ペ

ージの８款土木費では、管理事務費など９事業で３７９万３千円、２７ページの９款消防費では、

総合防災センター管理費など２事業で３千６１０万６千円、１０款教育費では、管理事務費など３

５事業で４億９千３７８万１千円、２９ページの１３款職員費では、給料及び諸手当など３事業で

２億５千８８０万２千円をそれぞれ追加するものでございます。これらの財源につきましては、ペ

ージ戻っていただき、１３ページから１７ページまでの歳入にお示しいたしておりますように、１
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３ページの１７款国庫支出金で８千５５６万８千円、１５ページの１８款道支出金で１億８千６９

０万１千円、１６ページの２０款寄附金で３億１千６６万７千円、２１款繰入金で２千９６６万８

千円、１７ページの２２款繰越金で９億８千３８０万２千円、２３款諸収入で３千２７万８千円、

２４款市債で１億２７０万円をそれぞれ追加するものでございます。 

 再び、ページを戻っていただき、４ページ上段の第２表、繰越明許費補正では、学校施設冷房設

備整備費の２件を繰越明許費として追加するものでございます。 

 その下の第３表、債務負担行為補正では、軽自動車税種別割納税通知書印字及び封入封かん業務

委託料など２つの事項について、債務負担行為を追加するものでございます。 

 その下の第４表、地方債補正では、学校教育施設等整備事業の限度額を変更するものでございま

す。 

 次に、５ページを御覧ください。議案第３号、令和５年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正

予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２千３０９万１千円を追加するものでござ

います。その内容といたしましては、ページを飛びまして３７ページの事項別明細書、歳出にお示

しいたしておりますように、１款総務費では、管理事務費など２事業で２千１７１万４千円、６款

保健事業費では、疾病予防費など３事業で１３７万７千円をそれぞれ追加するものでございます。

これらの財源につきましては、３６ページの歳入にお示しいたしておりますように、１款国民健康

保険料で１９３万３千円を減額し、３款道支出金で１千５９７万５千円、５款繰入金で９０４万９

千円をそれぞれ追加するものでございます。 

 また、ページを戻っていただき、６ページの第２表、債務負担行為では、国民健康保険料納入通

知書等作成及び封入封かん業務委託料について、債務負担行為を設定するものでございます。 

 次に、７ページを御覧ください。議案第４号、令和５年度旭川市動物園事業特別会計補正予算に

つきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ８８２万５千円を追加するものでございます。そ

の内容といたしましては、ページ飛んで４２ページ下段の事項別明細書、歳出にお示しいたしてお

りますように、１款総務費の施設管理費で８８２万５千円を追加するものでございます。この財源

につきましては、上段の歳入にお示しいたしておりますように、５款繰入金で同額を追加するもの

でございます。 

 次に、ページを戻っていただき、８ページを御覧ください。議案第５号、令和５年度旭川市育英

事業特別会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ３６万９千円を追加する

ものでございます。その内容といたしましては、ページ飛んで４６ページ下段の事項別明細書、歳

出にお示しいたしておりますように、１款育英費の育英資金貸付金及び入学支度金貸付金など２事

業で３６万９千円を追加するものでございます。この財源につきましては、上段の歳入にお示しい

たしておりますように、３款繰入金で同額を追加するものでございます。 

 次に、ページを戻っていただき、９ページを御覧ください。議案第６号、令和５年度旭川市介護

保険事業特別会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１億６千９８６万３

千円を追加するものでございます。その内容といたしましては、ページ飛んでいただき、４９ペー

ジから５１ページまでの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、１款総務費では、

管理事務費など３事業で７６５万６千円、５０ページの３款地域支援事業費では、介護予防・生活

支援サービス事業費など８事業で１８１万９千円、５１ページの６款諸支出金では、償還金など２
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事業で１億６千３８万８千円をそれぞれ追加するものでございます。これらの財源につきましては、

４８ページから４９ページまでの歳入にお示しいたしておりますように、２款国庫支出金で５８万

９千円、３款支払基金交付金で２５万８千円、４款道支出金で２８万４千円、６款繰入金で１億６

千８７３万２千円をそれぞれ追加するものでございます。 

 次に、またページを戻っていただき、１１ページを御覧ください。議案第７号、令和５年度旭川

市母子福祉資金等貸付事業特別会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１

３万６千円を追加するものでございます。その内容といたしましては、５５ページ下段の事項別明

細書、歳出にお示しいたしておりますように、１款母子福祉資金等貸付事業費の母子福祉資金等貸

付事業費で１３万６千円を追加するものでございます。この財源につきましては、上段の歳入にお

示しいたしておりますように、１款繰入金で同額を追加するものでございます。 

 次に、またページを戻っていただきまして、１２ページを御覧ください。議案第８号、令和５年

度旭川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に、それぞれ

２２２万３千円を追加するものでございます。その内容といたしましては、ページ飛んで５７ペー

ジ下段の事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、１款総務費の管理事務費など２事

業で２２２万３千円を追加するものでございます。この財源につきましては、上段の歳入にお示し

いたしておりますように、２款繰入金で同額を追加するものでございます。 

 次に、ページ飛んで、６３ページになります。議案第９号、令和５年度旭川市水道事業会計補正

予算につきましては、６３ページの実施計画にお示しいたしておりますように、水道事業収益で１

６万５千円、水道事業費用で１千１２３万１千円、資本的支出で４２２万１千円をそれぞれ追加す

るものでございます。 

 また、６１ページの債務負担行為では、上下水道検針ほか業務委託料について、債務負担行為を

追加するものでございます。 

 そのほか、関係条文につきましても併せて整備するものでございます。 

 次に、７１ページを御覧ください。議案第１０号、令和５年度旭川市下水道事業会計補正予算に

つきましては、７１ページの実施計画にお示しいたしておりますように、下水道事業収益で１１８

万２千円、下水道事業費用で８９５万７千円、資本的支出で２５２万１千円をそれぞれ追加するも

のでございます。 

 また、６９ページの債務負担行為では、上下水道検針ほか業務委託料について、債務負担行為を

追加するものでございます。 

 そのほか、関係条文につきましても併せて整備するものでございます。最後に、７８ページを御

覧ください。議案第１１号、令和５年度旭川市病院事業会計補正予算につきましては、７８ページ

の実施計画にお示しいたしておりますように、病院事業収益で２千２７３万３千円、病院事業費用

で１億８千２６１万６千円をそれぞれ追加するものでございます。 

 また、７７ページの債務負担行為では、夜間看護補助業務委託料など２つの事項について、債務

負担行為を追加するものでございます。 

 そのほか、関係条文につきましても併せて整備するものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 ただいま、理事者から各議案等について説明がありました。委員の皆様から特に発
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言はありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、ただいまの説明において、理事者から要望のありました先議の取扱いに

ついては、後ほど、審議方法のところで協議することとさせていただきます。 

 次に、（２）追加提出予定のものについて、理事者から説明をお願いいたします。 

○和田総務部長 追加を予定しております議案につきましては、旭川市功労者表彰条例に基づく被

表彰者の推薦の１件でございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 ただいま、理事者から説明がございました。委員の皆様から特に発言はありますで

しょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、従来どおり各派会長会議で協議すること及び本会議直接審議とし、会期

末の本会議で扱うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 それでは、協議事項の（３）議会提出議案についてであります。アの請願・陳情議案の委員会付

託について及びイの請願・陳情議案の審査結果報告について、それぞれ事務局から説明をお願いい

たします。 

○林上議会事務局次長 アの請願・陳情議案の委員会付託についてでありますが、１１月２１日現

在、陳情を１件受理しております。陳情第２号の旭川市議会議場に国旗及び市旗の掲揚を求めるこ

とについてにつきましては、議会運営委員会に付託になろうかと思います。御了承いただければ、

１２月１日の本会議でその手続を取ることとなります。 

 次に、イの請願・陳情議案の審査結果報告につきましては、現在のところ、結論の出たものはご

ざいませんが、今後、結論が出た場合は、従来どおり会期末の本会議で報告を受けることとなりま

す。 

 以上でございます。 

○中野委員長 ただいま、ア及びイにつきまして、事務局から説明がありました。説明のとおりで

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱わせていただきたいと思います。 

 次に、ウの旭川市選挙管理委員及び旭川市選挙管理委員補充員の選挙についてであります。旭川

市選挙管理委員会委員長から、令和５年１２月２８日をもって選挙管理委員及び同補充員の任期が

満了するので、選挙を行われたいとの通知が議長宛てにございました。従来どおり、各派会長会議

で協議すること及び会期末の本会議で扱うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきたいと思います。 

 次に、エの意見書・決議案についてでございます。まず、各会派に、提案の有無についてお伺い

をしていきたいと思います。 
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○高橋ひでとし委員（自民会議） 意見書を１件お願いします。 

○塩尻委員（民主連合） 意見書２本用意がございます。 

○高花委員（公明党） 意見書３本用意しております。 

○まじま委員（共産） 決議案１本と、意見書案２本の用意があります。決議案については、先議

でお願いしたいと思います。その理由について少し、簡単に説明させていただきます。今の、イス

ラエル・ガザ地域での紛争の即時停戦を求めるという趣旨になっております。今回の紛争で、多く

の市民や子どもが犠牲になっているということで、現在、４日間の戦闘中断が行われているところ

ではありますが、その後については不透明な状況であるということから、人命を守るという緊急性

があるという点で、先議をお願いしたいと思います。 

○上野委員（無党派Ｇ） ありません。 

○中野委員長 それでは、事務局から文案を配付させていただきたいと思います。 

（意見書案配付） 

○中野委員長 それでは、文案が手元に行き渡ったというふうに思います。各会派から、決議案も

含めて合計で９本の提案ということでございました。 

 共産から要望がありました決議案の先議についてでありますが、そのとおり扱うことでよいか、

各会派及び無所属にお伺いをさせていただきたいと思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 先議で結構です。 

○塩尻委員（民主連合） 先議で構わないと思います。 

○高花委員（公明党） 先議でよろしいと思います。 

○上野委員（無党派Ｇ） 先議でよろしいと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 先議でよろしいです。 

○中野委員長 それでは、全会一致となりましたので、１２月１日の開会日に扱うこととし、後日

の議会運営委員会で質疑、討論の有無及び賛否を確認することとさせていただきます。提出会派は、

それまでに調整をお願いいたします。 

 なお、他の意見書案につきましては、従来どおり最終日に扱うこととし、調整は代表者会議で行

うこととさせていただきます。 

 次に、（４）議案の審議方法についてであります。先ほどの理事者説明の中で先議の要望があっ

た議案第１号につきまして、先議とすることでよいか、各会派及び無所属にお伺いさせていただき

ます。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 先議で結構です。 

○塩尻委員（民主連合） 先議でよろしいかと思います。 

○高花委員（公明党） 先議でよろしいです。 

○石川厚子委員（共産） 先議でよろしいです。 

○上野委員（無党派Ｇ） 先議でよろしいです。 

○横山委員外議員（無所属） 先議でよろしいです。 

○中野委員長 それでは、全会一致となりましたので、同じく、１２月１日の開会日に扱うことと

し、後日の議会運営委員会で質疑、討論の有無及び賛否を確認することとさせていただきたいと思

います。 
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 次に、アの令和５年度各会計補正予算と関連議案及び単独議案についてでございます。議案第２

号ないし議案第２８号の以上２７件について、本会議直接審議または特別委員会付託のどちらにす

るか、各会派及び無所属にお伺いをさせていただきたいと思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 本会議直接審議を求めます。 

○塩尻委員（民主連合） 本会議直接審議でよろしいかと思います。 

○高花委員（公明党） 本会議直接審議でよろしいと思います。 

○石川厚子委員（共産） この後、物価高騰対策の補正予算も出てくるというふうに聞いておりま

すので、特別委員会設置が望ましいとは思いますが、皆さんに合わせます。 

○上野委員（無党派Ｇ） 本会議直接審議でよろしいかと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 本会議直接審議でよろしいと思います。 

○中野委員長 それでは、共産のほうから、他の会派に合わせるということでございましたので、

全会一致で本会議直接審議というふうになろうかと思います。それでは、本会議直接審議とさせて

いただき、議案につきましては、議案第２号ないし議案第２８号の以上２７件とさせていただきま

す。なお、報告第１号についても、本会議直接審議とさせていただきますので御了承願いたいと思

います。 

 次に、（５）一般質問についてであります。まず、時期につきましては、日程のところで確認を

させていただきます。通告につきましても、同じく日程のところで確認をさせていただきたいと思

います。次に、時間についてでありますが、質問のみ２５分。ただし、一問一答の方式の場合は質

問時間を確保した上で答弁を含めておおむね６０分を目安とさせていただきます。回数についてで

ありますが、一問一答の方式の場合は回数制限を設けず、一括方式の場合は３回以内とさせていた

だきます。人数について、各会派及び無所属に確認をさせていただきたいと思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） ６人から７人でお願いいたします。 

○塩尻委員（民主連合） ３人から４人でお願いします。 

○高花委員（公明党） １人から２人でお願いします。 

○石川厚子委員（共産） ２人から３人でお願いします。 

○上野委員（無党派Ｇ） １人から２人でお願いします。 

○横山委員外議員（無所属） ゼロから１人でお願いします。 

○中野委員長 各会派及び無所属に確認をさせていただきました。１３人から１９人というふうに

なろうかと思います。順序については、正副議長、議会運営委員会正副委員長立会いの上、抽せん

で行うこととさせていただきます。場所につきましては、質疑質問席というふうになります。 

 次に、（６）大綱質疑はございませんので、（７）会期と日程についてであります。正副委員長

案を示すことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、日程案を事務局から配付させていただきます。 

（日程案配付） 

○中野委員長 まず、１２月１日に開会、今回は補正予算の特別委員会は設置されないということ

になりましたので、通算１３日間というふうになろうかと思います。１２月１日の本会議で提案説

明を受けます。そして、一般質問の通告締切日でもございます。その後、２日から６日まで休会を
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し、７日、８日で一般質問２日間、そして土日を挟んで、１１日月曜日が一般質問の３日目、１２

日が休会日となりまして、１２月１３日の本会議で議案を審議し、閉会予定というふうになってお

ります。 

 このような日程案でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 協議事項の２その他でございます。 

 （１）令和５年度議会費補正予算についてでございます。今定例会に提出されている議会費に係

る補正予算について、事務局から説明をさせたいと思います。 

○宮川議会事務局次長 令和５年度第４回定例会に議会費予算の増額補正が提出されており、この

ことに係る説明資料を作成いたしましたので、本日配付しております。 

 このたびの補正予算では、議会費総額で２６５万７千円の増額となっております。その内訳とい

たしましては、今回提出されている旭川市特別職の職員の給与に関する条例の改正に伴い、これを

例として支給割合が定められている市議会議員の期末手当についても、特別職と同様に０．１月分

増となることで２１２万円の増、改正に係る議員報酬の不足分１５万７千円の増及び会計年度任用

職員の給与等改定による３８万円の増となっております。 

 以上でございます。 

○中野委員長 ただいまの事務局の説明のとおりとなっているので、御承知おきをお願いしたいと

いうふうに思います。 

 次に、（２）市民と議会の意見交換会実施へ向けた視察のための議員派遣についてであります。

令和５年度市民と議会の意見交換会におきまして、総務班では、新庁舎の市民の利用についてをテ

ーマに開催準備を進めており、開催に当たって、本市における状況を把握するとともに、近隣他都

市の新庁舎における事例を研究する必要があることから、議員を派遣することとなりました。議員

派遣につきましては、議会運営委員会で協議し、本会議で議決すべき事項でありますが、閉会中で

あり、当該事案のみの議決を得ることは困難であったことから、旭川市議会会議規則第１１９条第

１項ただし書の規定に基づき、議長において、総務班の上野、植木、皆川、たけいし、まじま、塩

尻、えびな、松田各議員を１０月３０日に士別市へ派遣する旨決定し、同日程で訪問した旨、議長

から報告を受けているところでございます。 

 つきましては、第４回定例会初日の諸般の報告の中で報告することとするので、御承知おき願い

たいというふうに思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 次に、（３）議員の派遣についての一部変更についてであります。市民と議会の意

見交換会を実施するため、令和５年１０月１０日付けで議決された議員の派遣に関わり、笠井、中

村みなこ両議員から、都合により意見交換会に参加できなくなった旨の届出が議長にあったことか

ら、議長において派遣内容を変更したとの報告を受けているところでございます。 

 つきましては、第４回定例会初日の諸般の報告の中で報告することとさせていただきますので、

これにつきましても御承知おき願いたいというふうに思います。 

 次に、（４）新議場の開場式についてであります。このことにつきまして、議長から説明をお願
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いいたします。 

○福居議長 本年１０月５日の議会運営委員会において、旧議場における閉場式についてお知らせ

したところですが、同じく新議場においても開場式を執り行うことを各派会長会議で決定しており

ます。 

 開場式は１２月１日の第４回定例会の開会前に執り行います。内容については、御手元に配付し

た資料のとおりであります。 

 新たな言論の場となる新議場において、全ての議員が市民の負託に応えていく決意を新たにする

ため、開場式への出席をお願いしたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○中野委員長 ただいまの議長からの説明のとおり開催されますので、当日、午前９時３０分まで

に議場にお越しいただくよう、会派所属議員に周知をお願いをしたいと思います。 

 なお、開場式につきましてもインターネット中継されますので、御承知おき願いたいというふう

に思います。また、開場式終了後、午前１０時から本会議を開会するので、定刻までに御参集願い

たいというふうに思います。 

 次に、（５）新庁舎移転等に係る議会運営上の主な確認事項についてでございます。新庁舎移転

等に係り、議会運営上の申合せ等が変更となることから、主なものについて資料を配付していると

ころでございます。 

 新庁舎移転等に係る議会運営上の主な確認事項ということで、１から７まで項目がございます。

１については、庁内放送は開会時刻の５分前に行うというふうになっておりますので、会派所属議

員にも周知をお願いしたいと思います。２は、議場への出入口についてです。また、討論について

を３に記載しております。討論は登壇して行い、その順序は、大会派順とすることになっておりま

す。４は、電子表決システムの導入についてということでございます。本会議における表決方法は、

簡易採決の場合を除き、原則として電子表決システムにより採決をすることとなっております。な

お、委員会に付託した議案や請願・陳情議案における本会議での採決について、委員長報告が否決

または不採択で本会議における賛否が分かれることが見込まれる場合は、原案を諮るということに

なっておりますので、改めて御確認いただきたいというふうに思います。５については、いよいよ、

本日の議会運営委員会からもタブレットが使用されていますが、今般、貸与を受けたタブレット端

末を、本会議や委員会等に持ち込んで使用する場合は、当該会議の目的以外に使用してはならない

というふうになっております。この内容につきましては、旭川市議会タブレット端末使用要綱にそ

れぞれ記載がございます。大事な内容が記載されておりますので、この委員会散会後、議員控室の

自席に、タブレット端末使用要綱を改めて配付させていただきますので、必ず、一読を願いたいと

いうふうに思います。６は、ペーパーレス会議システムの試行運用についてということでございま

す。そして、７は、傍聴についてということで、先般改正した旭川市議会傍聴規則の内容を記載し

ています。傍聴規則第７条に、「傍聴人は傍聴席において写真動画等を撮影し、又は録音等をして

はならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。」旨を規定したところでご

ざいます。なお、第７条の規定に関して、旭川市議会傍聴規則運用要領を策定したところでもござ

いますので、この点、御確認をいただきたいというふうに思います。 

 ただいまの説明のとおりとなっていますので、会派所属議員に改めて周知をお願いしたいという
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ふうに思います。 

 それでは次に、（６）新庁舎９階展望フロア「議場展望」についてでございます。御承知のとお

り、９階の展望フロアから議場を見渡すことができるようになっております。この展望窓にはシャ

ッターが備え付けられており、議会側でシャッターを操作することができるというふうになってお

りますが、本会議及び特別委員会開会中のシャッターの扱いについて、ここで御相談させていただ

きたいというふうに思います。 

 まず、正副委員長としましては、原則、本会議等の開会中もシャッターは閉めず、開けておくこ

ととしたいというふうに考えているところでございます。 

 各会派及び無所属に、その取扱いについて意見を伺っていきたいというふうに思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 本日は、結論を保留させていただきまして、会派内で審議の上

で結論を出したいと思います。 

○塩尻委員（民主連合） まだ会派のほうで話合いはしていないんですが、正副委員長案でよろし

いのではないかとは思います。ただ、過去の議論の中で新庁舎の議場のほうでは、シャッターを閉

めるということで議論されていたはずですので、その旨も含めて今後、議論が必要なのかなという

ふうには思います。 

○高花委員（公明党） 会派で一度検討させていただきたいと思います。 

○石川厚子委員（共産） 正副委員長案で構わないとは思いますが、会派で一度検討させてくださ

い。 

○上野委員（無党派Ｇ） 会派に持ち帰らせてください。 

○横山委員外議員（無所属） 正副委員長案でよろしいかと思います。 

○中野委員長 それでは、今回、保留とする会派がございましたので、後日の議会運営委員会で意

見をお伺いしたいというふうに思いますので、各会派に持ち帰り検討をお願いしたいというふうに

思います。 

 それでは、本日の協議事項は全て終了させていただきました。 

 次回の議会運営委員会の招集につきましては、今回、先議があるというふうになりましたので、

１１月３０日木曜日、午前１０時、口頭招集とさせていただきたいと思います。 

 以上をもちまして、議会運営委員会を散会させていただきます。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時５２分 


